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日
唐
の
律
令
に
於
け
る
課
口
封
不
課
口
の
比
率

中
国
の
漢
以
後
の
律
令、

及
び
そ
れ
を
模
倣
概
取
し
た
我
が
律
令

の
根
源
を
な
し
て
い
る
周
植
に
は
、
戸
口
調
査
の
制
度
と
し
て
大
比

な
ど
の
校
比
の
制
度
が

そ
の
地
官
篇
や
秋
官
篇
に
見
え
て
い
る
。

即
ち
地
官
篇
の
小
司
徒
の
職
掌
に
は
、

乃
頒
ニ比
法
子
六
郷
之
大
夫
「
使
z
各
登
-
一
其
郷
之
衆
寡

・
六
畜

・
車

輩
「
耕
一
一
其
物
「
以
=
歳
時
一
入
ニ
其
数
「
以
施
ニ
政
教
「
行
一
一
徴
令
「

と
あ
る

c

こ
れ
は
首
都
か
ら
四
方
百
里
以
内
の
六
郷
の
地
域
に
於
い

て
は
、
各
郷
の
長
で
あ
る
郷
大
夫
は
郷
内
の
人
口

・
家
畜

・
車
整

や
各
家
の
財
産
を
調
べ
、
毎
年
そ
の
数
を
具
録
し
て
小
司
徒
に
報
告

し
、
以
て
小
司
徒
の
政
教
を
施
し
た
り
、
徴
令
を
行
う
に
資
す
る
と

い
う
の
で
あ
る
が

そ
の
次
に

1@r 
日

雄

我

部

静

及
-
ニ
二
年
「
則
大
比
、
大
比
則
受
ニ
邦
園
之
比
要
「

と
あ
る
。
こ
れ
は
三
年
ご
と
に
大
比
を
行
い
、

そ
の
際
に
は
、
小
司

徒
は
邦
園
の
比
要
を
受
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
大
比
に
封
し
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て
後
漢
の
郷
玄
は

大
比
、
謂
レ
使
z
天
下
更
簡
ニ
閲
民
数
及
其
財
物
一
也
、

比
要
「
則
亦
受
ニ
郷
途
一失、

受
ニ
邦
園
之

と
注
し
、

ま
た
後
漢
の
鄭
衆
は
、

五
家
矯
レ
比
、

調
ニ
其
簿
}
也

故
以
レ
比
矯
レ
名
、

今
時
八
月
案
比
、
是
也
、
要
、

と
注
し
て
い
る
。
こ
の
雨
注
に
従
っ
て
大
比
を
説
明
す
る
な
ら
ば

そ
れ
は
三
年
目
に
更
め
て
民
数
や
そ
の
財
産
を
簡
閲
す
る
こ
と
を
言

う
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
際
に
は
、
小
司
徒
は
邦
園
町
ち
封
建
諸
侯
か

ら
の
報
告
を
受
け
る
の
は
勿
論
の
こ
と
、
郷
や
途
な
ど
の
王
の
直
領



地
か
ら
の
報
告
も
受
け
る
の
で
あ
っ
た
。
か
く
三
年
ご
と
の
人
口
調

査
を
大
比
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
掲
の
郷
大
夫
の
行
う
毎

年
の
調
査
は
、
こ
れ
を
小
比
と
稿
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
あ
る
大
比
や
比
要
、
更
に
は
さ
き
の
比
法
な
ど
の
比
は
、

こ
れ
を
隣
保
制
度
の
五
家

一
比
の
比
と
見
倣
し
て
い
る
が
、

鄭
衆
は

こ
れ
は

比
較
の
比
で
あ
ろ
う
。
前
の
も
の
と
比
較
す
る
と
言
う
意
味
の
比
で

あ
ろ
う
。
比
法
に
謝
す
る
唐
の
買
公
彦
の
疏
は
、

小
司
徒
矯
ニ
校
比
之
法
「
頒
ニ
子
六
郷
大
夫
「

と
説
明
、
，
b

、
校
比
之
法
と
し
て
い
る
が
、

ろ
う
。
尚
お
鄭
衆
の
注
に
は
、

」
れ
が
正
し
い
も
の
で
あ

」
の
大
比
は
彼
の
生
存
し
て
い
た
後

漢
の
時
の
毎
年
八
月
に
行
わ
れ
る
案
比
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
説
明

し
て
い
る
。
こ
れ
は
後
漢
で
も
周
種
と
同
じ
よ
う
な
戸
口
調
査
の
案

比
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
貫
際
ま
た
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
は
、
後
漢
書
容
十
后
紀
上
に

漢
法
、
常
国
ニ
八
月
一
算
レ
人
、

と
あ
る
に
よ
っ
て
知
り
得
ら
れ
る
。

ま
た
こ
こ
で
は
鄭
衆
は
、
閣
麓

の
三
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
大
比
は
、
漢
法
の
毎
年
八
月
に
行
わ
れ
る

案
比
と
同
じ
と
述
べ
て
い
る
が
、
後
に
掲
げ
る
地
官
篇
黛
正
の
職
掌
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の
所
で
は
、
毎
年
の
も
の
を
小
案
比
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
周
麓
の

大
比
な
ど
の
校
比
の
制
度
は
、
漢
に
影
響
し
た
だ
け
で
な
く
、
陪
唐

な
ど
の
計
帳

・
戸
籍

・
貌
聞
な
ど
の
諸
制
度
の
根
源
と
も
な

っ
た
の

で
あ
る
。

地
官
篇
に
は
、
大
比
の
こ
と
は
郷
大
夫
や
州
長
や
鯨
師
の
各
職
掌

に
も
見
え
て
い
る
が
、
黛
正
の
職
掌
に
お
い
て
は
、
先
、
ず
、

の
ぞ
ム

以
二
歳
時
-
准
ニ
校
比
「

と
あ
り
、
こ
れ
に
封
す
る
鄭
衆
の
注
は
、

あ
っ
メ

校
比
、
族
師
職
所
レ
謂
以
レ
時
属
レ
民
而
校
、
登
ニ
其
族
之
夫
家
衆

寡
「
緋
エ
其
貴
賎

・
老
幼

・
鹿
疾
、
可
レ
任
者
、
及
其
六
畜

・
車
輩
「

如
ニ
今
小
案
比
「
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と
あ
っ
て
、
周
謹
の
毎
年
人
を
集
め
て
人
口
を
校
ベ
、
そ
の
貴
賎

老
幼

・
鹿
疾
な
ど
の
カ
役
を
克
除
す
る
者
と
、
力
役
に
任
ぜ
ら
れ
る

者
、
及
び
六
畜
や
車
整
を
緋
別
す
る
の
は
、
今
卸
ち
後
漢
の
小
案
比

更
に
こ
の
黛
正
の
職
掌
に
は
次

の
如
き
も
の
で
あ
る
と
説
明
し

及
ニ
大
比
「
亦
如
レ
之
、

と
あ
る
。
こ
の
大
比
に
封
し
て
は
、
鄭
衆
は
何
も
述
べ
て
居
ら
な
い

が
、
毎
年
人
を
集
め
て
校
比
す
る
の
が
漢
の
小
案
比
に
嘗
る
と
言
う

の
で
あ
れ
ば
、
三
年
ご
と
の
大
比
は
漢
の
大
案
比
に
嘗
る
と
言
わ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
こ
と
は
鄭
衆
は
何

も
述
べ
て
居
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
買
公
彦
の
疏
に
は

云
レ
如
-一今
小
案
比
一者
、
此
奉
ニ漢
法
「
言
一
一
小
案
比
「
封
-二二
年
大

比
一馬
レ
小
耳
、

と
説
明
し、

鄭
衆
が
小
案
比
と
言

っ
た
の

は
、
三
年
目
の
大
比
に
封

し
て
小
と
言
っ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
大
案
比
あ

っ
て
の
小
案

比
で
な
い
と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
賀
公
彦
の
説
明
が
正

し
い

の
で
あ
ろ
う
。
後
漢
で
は
毎
年
行
う
人
口
調
査
の
案
比
だ
け
が

あ
っ
て、

三
年
ご
と
に
行
う
大
案
比
は
な
か

『
た
の
で
は
な
か
ろ
う

台、

周
植
の
秋
官
篇
に
見
え
る
大J

比
の
こ
と
は
、
先
ず
小
司
冠
の
職
掌

の
所
に

及
ニ大
比
「
登
ニ民
数
「
自
ニ生
歯
一以
上
、
登
-
一子
天
府
「

と
あ
り

」
れ
に
封
す
る
鄭
玄
の
注
は

大
比

ニ
年
大
数
ニ民
之
衆
寡一
也

男
八
月

人
生
レ
歯
而
髄
備
、

而
生
レ歯
、
女
七
月
而
生
レ
歯
、

と
言
い、

三
年
ご
と
の
大
比
の
際
に
は
、
小
司
冠
は
人

口
を
調
査
し

て、

男
は
生
れ
て
か
ら
八
カ
月
、
女
は
七
カ
月
以
上
は
、
皆
登
記
し

て
祖
廟
の
裁
を
掌
る
官
で
あ
る
天
府
に
迭
附
す
る
と
あ
る
。
衣
に
司

民
の
職
掌
に
於
い
て
は

掌レ
登
-
一
高
民
之
数
「
白
ニ
生
歯
一以
上
、
皆
室
田
=
於
版
「
緋
三
其
園
中

興
一一其
都
郡
及
其
郊
野
「
異
-
一其
男
女
「
歳
登
-一下
其
死
生
「

と
先
ず
あ
る
c

こ
の
一
文
に
謝
す
る
鄭
玄
の
注
は

登
、
上
也
、

男
八
月

・
女
七
月
而
生
レ歯
、
版
、

今
戸
籍
也
、

下、

猫
レ
去
也
、
毎
歳
更
著
レ
生
去
レ
死
、

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
司
民
の
職
掌
の
本
文
、

及
び
鄭
玄
の
注
か
ら

考
え
る
に

司
民
の
職
掌
は
人
口
の
調
査
や
戸
籍
の
編
纂
を
掌
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
が

「版、

今
戸
籍

こ
こ
の
鄭
玄
の
注
に
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也
」
と
あ

っ
て、

漢
に
も
戸
籍
が
造
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
に
さ
れ

て
い
る
。
司
民
の
職
掌
は
そ
の
次
に
、

及
三
二
年
大
比
「
以
ニ寓
民
之
数
一訪問ニ
司
冠
「
司
冠
及
下
孟
冬
組
一一
司

民
-之
日
h

献
ニ其
数
子
王
「
王
拝
受
レ
之
、

登二
子
天
府「

人
口
敏
を
登
載
し
た
記
録
を
天
府
に
迭
附
す
る
の
は
、

と
あ

っ
て、

三
年
ご
と
の
大
比
の
結
果
を
司
民
が
先
ず
小
司
定
に
報
告
し
、
小
司

冠
が
そ
れ
を
孟
冬
に
司
民
を
記
る
日
に
園
王
に
献
じ
、
園
王
か
ら
そ

れ
を
天
府
に
迭
附
す
る
順
序
で
あ
る
を
明
か
に
し
て
い
る
。

以
上
、
周
離
の
地
官
篇
や
秋
官
篇
に
よ
っ
て
、
周
砲
の
大
比
な
と

の
校
比
の
制
度
を
見
て
来
た
が
、
周
鵡
の
こ
の
制
度
は
人
口
数
を
調



査
す
る
の
が
、
そ
の
主
目
的
と
す
る
所
で
あ
り
、
そ
れ
は
力
役
を
催

課
す
る
資
料
を
得
ん
が
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
毎
年
行
わ
れ
る
小

比
と
も
言
う
べ
き
場
合
も
、

三
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
大
比
の
場
合

も
、
共
に
中
央
上
司
に
報
告
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
が
後
世
に

影
響
し
て
均
団
法
時
代
の
惰
唐
で
は
、
毎
年
計
帳
が
造
ら
れ
、
三
年

自
に
は
戸
籍
が
造
ら
れ
、
時
に
は
人
口
の
一
斉
調
査
の
貌
閲
が
行
わ

れ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
漢
に
於
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ

っ
て
、
漢
で
は
戸
籍
が
造
ら
れ
、
案
比
が
行
わ
れ
て
い
た

」
と
は
、
既
に
述
べ
た
所
で
あ
る
が
、
計
帳
に
類
す
る
制
度
も
行
わ

れ
て
い
た
。

興徴
レ Z

計吏
{皆t民
セ事そ
明れ
込は
回漢
時串

ゑ喜
一/、
習武
主帝
古本

芝翌
智英
者五

4み失
語2
1宅係
企ド Vこ
~、

と
あ
り
、
こ
の
計
に
謝
し
て
、
唐
の
顔
師
古
は
、

郡
園
毎
レ
歳
遣

L
F京
師
一
上
寺
之
、
借

計
者
、

上
ニ
計
簿
一
使
也
、

者
、
倶
也
、
令
下
所
レ
徴
之
人
輿
-
l
f計
者
一
倶
来
、

而
照
次
給
申
之

食
主、

と
注
し
、
計
と
は
郡
園
で
毎
年
朝
廷
に
計
簿
を
上
る
使
者
で
あ
る
と

説
明
し
て
い
る
。
こ
の
「
奥
レ
計
借
」
と
い
う
こ
と
は
、
韓
記
の
射
義
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篇
の
「
古
者
、

天
子
之
制
、
諸
侯
歳
殿
、
貢
ニ
士
於
天
子
こ
と
あ
る

所
の
鄭
玄
の
注
に
も
見
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、

ズ
ル

ピ
ト
と
も
ノ

歳
殿
、
厳
ニ
園
事
之
垂
直
及
計
借
物
一
也
、
三
歳
而
貢
レ
士
、

と
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
謝
す
る
唐
の
孔
穎
達
の
疏
は
、

諸
侯
歳
撒
者
、
謂
下
諸
侯
毎
歳
撒
ニ
国
事
之
窪
田
「
及
献
中
計
借
之
物

於
天
子
よ
也
、
貢
=
士
於
天
子
一
者
、

諸
侯
三
年
一
貢
ニ
土
於
天
子
一

也
と
言
い
、
更
に
ま
た

一
玄
=
及
計
借
物
也
一
者
、
漢
時
、
謂
下
郡
園
迭
一
一
文
書
一
之
使
幻
謂
レ
之

篤
=
計
吏
「
其
貢
献
之
物
、
興
一
一
計
吏
一
倶
来
、
故
謂
ニ
之
計
借
物
-

也
、
借
、
倶
也
、
非
z
但
献
ニ
園
事
之
書
「
叉
倶
撤
ニ
貢
物
「
故
云
=

-31ー

及
計
借
物
「

一
層
詳
し
く
計
吏
郎
ち
郡
園
か
ら
計
簿
を
上
る
使
者
の

こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
計
と
は
計
吏
の
こ
と
を
稽
す

と
述
べ
て
、

る
の
で
あ
る
が
、
計
簿
そ
の
も
の
も
計
と
稿
す
る
の
で
あ

っ
た
。
そ

の
こ
と
は
漢
書
の
同
じ
武
帝
本
紀
の
元
封
五
年
三
月
甲
子
の
保
に

洞
三
口
同
組
子
明
堂
「

以
配
ニ
上
帝
「

因
朝
-
一
諸
侯
王
列
侯
「
受
-
一
郡

園
計
「

と
る
る
と
こ
ろ
の
計
に
謝
し
て
、
顔
師
古
は

計
、
若
ニ
今
之
諸
州
計
帳
一
也
、
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と
注
し
、
漢
の
計
は
唐
の
計
帳
に
嘗
る
と
言
い
、
計
が
帳
簿
で
あ
る

」
と
を
明
か
に
し
て
居
り
、
更
に
は
同
じ
武
帝
本
紀
の
太
初
元
年
春

の
傑
に

受
ニ
計
子
甘
泉
「

と
あ
り
、
こ
の
計
に
封
し
て
顔
師
古
は

受
-
h
削
園
所
レ
上
計
簿
一
也
、
若
-
一今
之
諸
州
計
帳
「

と
注
し
、
計
は
計
簿
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
唐
の
計
帳
に
首
る
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
計
の
こ
と
は
後
漢
書
に
も
見
え
て
い
る
。
そ
れ

は
後
漢
書
倉
一
下
、
光
武
帝
本
紀
下
の
建
武
十
四
年
四
月
の
傑
に

越
偽
人

・
任
貴
、
自
穂
ニ
太
守
(
遺
レ
使
奉
レ
計
、

と
あ
り
、
こ
の
計
に
謝
し
て
唐
の
章
懐
太
子
は
、

計
、
調
二
人
庶
名
籍
「
若
-
一
今
計
帳
「

と
注
し
、
章
懐
太
子
も
ま
た
後
漢
の
計
は
、
唐
の
計
帳
に
嘗
る
と
述

べ
て
い
る
。

」
の
よ
う
に
漢
に
は

戸
籍
も
あ
り
、

計
帳
に
類
す
る
計
も
あ

り
、
戸
口
の
一
斉
調
査
の
案
比
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、
惰
や
唐
は
漢

の
こ
れ
等
を
直
ち
に
承
け
た
の
で
は
な
く
、
惰
や
唐
は
直
接
は
西
貌

-
北
周
の
制
度
を
繕
承
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
南
北
朝
時
代
の

北
朝
の
西
貌
及
び
北
周
は
、
周
誼
を
直
諌
し
た
如
き
制
度
を
貫
施
し

f二
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こ
の
園
で
均
国
法
に
適
す
る
如
き
戸
籍
と
計
帳
と
が
新
ら
し

く
造
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
周
書
容
二
十
三
や
北
史
単
位
六
十
三
の
蘇

紳
俸
に
、

蘇
縛
始
制
-
一
文
案
程
式
朱
出
塁
入
、
及
計
帳

・
戸
籍
之
法
「

と
見
え
て
居
り
、
資
治
通
鑑
単
位
百
五
十
七
梁
紀
大
同
元
年
三
月
の
傑

に
も
同
様
な
一
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
元
の
胡
三
省
は
こ
れ
に

注
し
て

計
帳
者
、
具
-
一
来
歳
課
役
之
大
数
「
以
報
二
度
支
「
戸
籍
者
、
戸
口

之
籍
、
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と
説
明
し
、
計
帳
は
来
年
度
の
謀
役
を
催
課
す
る
た
め
に
造
ら
れ
る

も
の
、
戸
籍
は
戸
口
の
籍
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
資
治
通
鑑
に

は
こ
の
一
文
の
次
に

西
親

・

「後
人
多
選
ニ
用
之
こ
と
あ
っ
て、

北
周
の
後
の
惰
や
唐
で
は
、
蘇
縛
が
制
定
し
た
朱
出
墨
入
の
法
や
計

帳

・
戸
籍
の
制
度
を
纏
承
し
た
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
蘇

縛
が
制
定
し
た
計
帳
や
戸
籍
の
制
度
は
、
彼
が
始
め
て
案
出
し
た
の

で
は
な
く
、

以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
制
度
を
、
均
団
法
に
適
す
る

よ
う
に
改
正
し
た
と
言
う
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。



閣
の
制
度
を
停
え
て
い
る
と
稽
せ
ら
れ
る
周
曜
の
大
比
な
ど
の
校

比
の
制
度
に
於
い
て
、
一
、家
の
口
数
を
算
ぞ
え
る
場
合
に
、
六
口
以

上
で
あ
れ
ば
多
い
家
、
五
口
以
下
で
あ
れ
ば
少
な
い
家
と
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
い

そ
れ
は
周
植
の
地
官
篇
小
司
徒
の
職
掌
の
「
乃

頒
ニ
比
法
子
六
郷
之
大
夫
ぺ
使
z
各
登
一
一
其
郷
之
衆
寡
・
六
畜
・
車
整
」

之
あ
る
そ
の
郷
之
衆
寡
に
謝
し
て
、
鄭
玄
は

「
衆
寡
、
民
之
多
少
」

と
注
し
て
い
る
が
、
こ
の
注
に
謝
し
て
買
公
彦
の
疏
は
、

云
一
一
衆
寡
、
民
之
多
少
一
者
、
謂
、

六
口
己
上
矯
レ
多
、

五
口
巳
下

震
レ
少
、

と
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
大
・
中
・

小
に
分
け
る
場
合
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
じ
小
司
徒
の
職

、
ゴ
ト
ニ

掌
に
「
乃
均
一
一
土
地
「
以
稽
-
一
其
人
民
「
市
周
ニ
知
其
数
「
上
地
家
七

人
、
可
レ
任
也
者
、
家
三
人
、
中
地
家
六
人
、
可
レ
任
也
者
、
二
家
五

人
、
下
地
家
五
人
、
可
レ
任
也
者
、
家
二
人
」
と
あ
っ
て
、
上
は
七
人

以
上

中
は
六
人
、

下
は
五
人
以
下
と
直
別
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
校
比
の
制
度
に
よ
る
人
口
の
統
計
で
、
後
世
の
惰
唐
な

ど
の
統
計
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
方
役
の
負
措
の
有
無
に
よ
っ

て
、
人
口
を
統
計
別
す
る
こ
と
で
あ
る
ο

こ
れ
は
校
比
が
主
と
し
て
力
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役
催
課
の
資
料
を
得
ん
が
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に

嘗
然
の
庭
置
で
あ
ろ
う
。
そ
の
例
を
周
種
地
官
篇
の
諸
職
掌
に
つ
い

て
見
る
な
ら
ば
、
先
ず
小
司
徒
の
職
掌
に
は
、

掌
下
建
-
一
邦
之
教
法
「
以
稽
ニ
圏
中
及
四
郊
都
部
之
夫
家
九
比
之
数
「

以
緋
ニ
其
貴
賎
・
老
幼
・
療
疾
「
凡
征
役
之
施
舎
輿
中
其
祭
杷
飲
食

喪
紀
之
禁
令
h

と
先
ず
あ
り
、

の

「
稽
ニ
圏
中
及
四
郊
都
都
之
夫
家
九
比
之
数
「

以
緋
ニ
其
貴
賎
・
老
幼
・
慶
疾
こ
と
い
う
の
は
、
小
司
徒
が
園
王
の

直
轄
地
内
の
人
口
を
計
較
し
て
、
そ
の
中
か
ら
貴
賎
・
老
幼
・
鹿
疾

な
ど
の
力
役
を
克
除
さ
れ
る
も
の
を
緋
別
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

従
っ
て
そ
の
力
役
克
除
の
定
め
で
あ
る
施
舎
の
制
度
を
掌
る
と
言
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ぃ
、
施
舎
に
預
ら
ぬ
者
は
嘗
然
に
力
役
を
科
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

小
司
徒
の
職
掌
に
は
、
こ
の
次
に
第
一
節
に
既
に
掲
げ
て
あ
る
「
乃

頒
ニ
比
法
子
六
郷
之
大
夫
「
(
中
略
〉
以
施
一
一
政
教
「
行
一
一
徴
令
こ
と

「
及
一
三
年
一
則
大
比
、

云
云
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま

た
郷
師
の
職
掌
に
於
い
て
は

以
ニ
園
比
之
法
「
以
レ
時
稽
一
一
其
夫
家
衆
寡
「
緋
一
一
其
老
幼
・
貴
賎
・

鹿
疾
・
馬
牛
之
物
「
地
所
Z

其
可
レ
任
者
奥
ニ
其
施
舎
者
「

と
あ
り
、

!郷
師
は
時
を
以
て
人
口
を
計
較
し
て

貴
賎
・
老
幼
・

麗
疾
や
力
役
に
必
要
な
馬
牛
を
緋
別
し
、
以
て
力
役
に
任
ず
べ
き
者
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と
、
然
ら
ざ
る
貴
賎
な
ど
の
施
合
を
輿
え
ら
れ
る
者
と
を
緋
別
す
る

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
郷
大
夫
の
職
掌
に
於
い
て
は
、

以
二
歳
時
一
登
ニ
其
夫
家
之
衆
寡
「
緋
-
一
其
可
レ
任
者
「
圏
中
自
エ
七

尺
一以
及
ニ
六
十
「
野
自
ニ
ハ
尺
一
以
及
一
一
六
十
有
五
「
皆
征
レ
之
、
其

合
者
、
圏
中
貴
者

・
賢
者

・
能
者

・
服
エ
公
事
一者

・
老
者

・
疾

者
、
皆
合
、
以
二
歳
時
-入
一
一
其
書
二
二
年
、
則
大
比
、
攻
ニ
其
徳
行

道
整
一
一
印
興
一一
賢
者

・
能
者
「

と
あ
り

」
れ
は
先
の
郷
師
の
職
掌
な
ど
と
同
俵
な
こ
と
を
述
べ
て

い
る
が
、

」
れ
は
そ
れ
を
一
層
詳
し
く
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
っ

て
、
郷
大
夫
は
首
都
を
中
心
と
し
て
そ
れ
よ
り
四
方
百
里
内
の
六
郷

の
地
の
人
口
を
計
較
し
、
そ
の
力
役
に
任
ず
べ
き
者
と
カ
役
の
施
合

を
興
え
ら
れ
る
者
と
を
緋
別
す
る
と
言
う
の
で
あ
る

c

そ
の
力
役
に

従
う
階
級
は
、
首
都
圏
内
は
二
十
歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
、
首
都
圏
外

は
十
五
歳
か
ら
六
十
五
歳
ま
で
の
者
で
あ
り
、
勿
論
こ
れ
は
男
子
だ

け
で
あ
る
が
、
施
合
を
興
え
ら
れ
て
力
役
が
克
除
さ
れ
る
階
級
は
、

首
都
圏
内
の
貴
者

・
賢
者

・
能
者
や
官
吏
な
ど
の
如
き
公
の
仕
事
に

従
事
し
て
い
る
者

・
老
者

・
疾
者
な
ど
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
黛
正

の
職
掌
に
於
い
て
は
、
肢
に
第
一
節
に
掲
げ
て
あ
る
如
く
、

以
三
歳
時
-
池
ニ
校
比
「
及
ニ
大
比
「
亦
如
レ
之
、

こ
れ
に
封
す
る
鄭
衆
の
注
は
「
校
比
、
放
師
職
所
レ
謂
以
レ

時
厩
レ
民
、
而
校
-一
登
其
族
之
失
家
衆
寡
「
緋
ニ
其
貴
賎

・
老
幼

・
廃

疾
.
可
レ
任
者
、
及
其
六
畜

・
車
整
「
如
ニ
今
小
案
比
こ
と
あ

っ
て、

と
あ
り

」
の
一
文
は
前
の
諸
職
掌
と
同
一
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
に

し
て
い
る
。
そ
の
族
師
の
職
掌
に
於
い
で
は

以
ニ
邦
比
之
法
「
帥
ニ
四
闇
之
吏
「
以
レ
時
毘
レ
民
而
校
、
登
ニ
其
族
之

夫
家
衆
寡
「
緋
-
一
其
貴
賎

・
老
幼

・
慶
疾
、

・
車
整
「

可
レ
任
者
、
及
其
六
畜

そ
の
闇
脅
の
職
掌
に
は
、

以
二
歳
時
一
各
数
一
一
其
閤
之
衆
寡
「
緋
ニ
其
施
合
「

い
ず
れ
も
前
の
諸
職
掌
と
同
様
な
こ
と
を
述
べ
て
い

と
あ
り
、
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と
あ
っ
て
、

る

こ
の
よ
う
に
戸
口
調
査
に
首
っ
て
、
カ
役
を
負
措
す
る
も
の
と
、

力
役
を
克
除
さ
れ
る
も
の
と
に
緋
別
す
る
こ
と
は
、
周
植
の
定
め
で

あ

そ
れ
は
大
比
な
ど
の
校
比
の
制
度
に
於
い
て
行
わ
れ
る
も
の

で
あ

っ
た
。
校
比
の
制
度
は
漢
で
は
案
比
の
制
度
と
し
て
行
わ
れ

そ
れ
か
ら
戸
籍
や
計
が
生
れ
、
更
に
は
陪
唐
な
ど
で
も
同
様
な
戸
籍

や
計
帳
が
造
ら
れ
、
貌
閤
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
て
置
い
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
戸
口
を
調
査
す
る
こ
と
を
、
唐
で
も
案
比
と
言
わ



れ
た
こ
と
は

唐
律
疏
議
轡
十
二
戸
婚
律
の
里
正
不
レ
畳
ニ
脱
漏
一
の

係
文
の
疏
議
に
、

一
百
戸
一
里
ーの
長
で
あ
る
里
正
に
つ
い
て

里
正
之
任
、
掌
下
案
ニ
比
戸
口
「
牧
ニ
手
賞
「
造
中
籍
書
h

と
説
明
し
、
里
正
は
戸
口
を
案
比
し
て
戸
籍
な
ど
の
籍
書
を
造
る
と

言
い
、
通
典
出
匂
三
食
貨
篇
の
郷
築
に
も
、

毎
レ
里
置
ニ
正
一
人
「
掌
レ
按
-
一
比
戸
口
「
云
云
、

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
戸
籍
と
計
帳
に
つ
い
て
は
、
大
唐
六
典
容
三

戸
部
篇
の
戸
部
郎
中
員
外
郎
の
所
に

毎
二
歳
二
造
=
計
帳
「

州
成
一
一
千
省
「
戸
部
組
而
領
鷲
、

と
あ
り
、
こ
れ
に
封
す
る
唐
の
李
林
甫
な
ど
の
注
は
、

一年
一
造
-
一戸
籍
「
鯨
以
レ
籍
成
ニ
子
州
「

諸
造
レ
籍
、
起
ニ
正
月
-
皐
ニ
三
月
「
所
レ
須
紙
筆
装
漢
軸
秩
、
皆
出
=

首
戸
内
「
口
別
一
一
鏡
、
計
帳
所
レ
須
、
戸
別
一
銭
、

こ
れ
等
に
よ

っ
て
明
か
な
如
く
唐
で
は
毎
年

と
説
明
し
て
い
る
が
、

計
帳
が
造
ら
れ
、
三
年
ご
と
に
戸
籍
が
造
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

計
帳
は
第
一

節
に
掲
げ
で
あ
る
責
治
通
鑑
の
胡
三
省
の
注
に
述
べ
て

い
る
如
く
中
央
の
尚
書
省
配
下
の
度
支
即
ち
戸
部
の
許
に
各
地
方
か

ら
迭
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
り
、
戸
籍
に
つ
い
て
は
大
唐
六
典
の
同
じ

35 

戸
部
邸
中
員
外
郎
の
所
に

州
蘇
之
籍
、
恒
留
三
五
叫
ん
「
省
留
=
九
比
「

と
あ
っ
て
、
州
や
尚
書
省
に
そ
れ
ぞ
れ
集
め
ら
れ
て
、
尚
書
省
配
下

の
戸
部
が
保
管
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
戸
口
調
査
乃
至
は

戸
籍
や
計
帳
の
作
製
に
嘗
つ
て
は
、
戸
口
を
ば
謀
役
を
負
措
す
る
有

無
に
よ

っ
て
緋
別
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
課
役
を
負

措
す
る
の
が
課
ロ
で
あ
り
課
戸
で
あ
り
、
負
措
せ
ぬ
の
が
不
課
口
で

あ
り
不
課
戸
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
貰
は
敦
短
な
ど
で
護
見
さ
れ
て
い

る
唐
代
の
戸
籍
や
、
地
方
の
計
帳
と
も
言
う
べ
き
差
科
簿
を
見
れ
ば

明
で
あ
ろ
う
。
唐
代
の
諜
口

・
課
戸
や
不
課
ロ
・
不
課
戸
に
つ
い
て
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は
、
通
典
出
世
七
食
貨
篇
丁
中
の
項
に

按
ニ
開
元
二
十
五
年
戸
令
二
去
、
藷
戸
主
、
皆
以
-
一
家
長
一
箆
レ
之
、

戸
内
有
-
一
課
ロ
-
者
矯
ニ
課
戸
「
無
ニ
課
口
-
者
矯
-不
課
戸
「
諸
覗
流

内
九
品
以
上
官
、
及
男
年
二
十
以
上
、
老
男

・
躍
疾

・
妻
妾

・
部

曲
・
客
女
・
奴
牌
、
皆
箆
ニ
不
課
戸
「

と
あ

っ
て
、
唐
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る
不
課
口
は
、
観
流
内
九
品
以

上
を
有
す
る
官
員
達
、

男
子
の
二
十
歳
以
下
卸
ち
中
男
及
び
そ
れ
以

下
の
も
の
、
六
十
歳
以
上
の
老
男
、
鹿
疾
、
妻
妾
及
び
部
曲
以
下
の

賎
民
達
で
あ
る
。
轟
に
掲
げ
た
周
鵡
の
地
官
篇
の
諸
職
掌
に
見
え
る

戸
口
の
校
比
に
於
い
て
は
、
貴
賎
・
老
幼

・
鹿
疾
の
者
が
力
役
の
克
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こ
の
周
間
に
定
め
ら
れ
て
い
る
カ
役
克
除
者

除
者
と
さ
れ
て
い
ろ
。

の
階
級
と
、
唐
の
不
課
口
の
階
級
と
を
比
較
す
る
に
、
そ
れ
が
い
か

に
も
よ
く
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
周
鵡
の
方
に
は

一世
芦
妾
が
な
い
が
、
女
は
本
来
刀
役
が
菟
除
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い

た
か
ら
、
特
別
に
記
載
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

記
載
す
る
必

要
が
な
い
の
で
あ
れ
ば

こ
れ
を
除
い
て
も
よ
ろ
し
い
の
で
あ
り
、

こ
れ
を
除
く
と
、
周
植
の
力
役
菟
除
者
の
階
級
と
唐
の
不
謀
口
の
そ

れ
と
は
、
全
く
同
一
の
内
容
の
も
の
で
あ
る
と
請
い
得
ら
れ
る
。
同

じ
制
度
で
同
じ
よ
う
な
構
成
員
で
あ
る
以
上
は

そ
の
性
格
も
ま
た

同
一
と
見
倣
さ
れ
得
ょ
う
。
即
ち
周
聞
の
こ
れ
等
の
階
級
は
力
役
、
が

克
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
唐
の
不
課
口
も
力
役
が
克
除

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
は

制
度
の
類
推
か
ら
し
て
も
判
る
で
あ
ろ

ぅ
。
事
質
ま
た
後
に
掲
げ
る
唐
律
の
史
料
に
よ
っ
て
明
な
如
く
、
課

役
が
菟
除
さ
れ
る
不
課
口
は
、
カ
役
克
除
者
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い

る
の
で
ふ
り
る
。

唐
の
行
政
の
運
営
上
で
は
、
課
口
と
不
謀
口
と
は

同
じ
人
間
で

あ
り
な
が
ら

必
ず
し
も
一
人
封
一
人
と
し
て
取
扱
わ
な
か

司
た

等
差
を
つ
け
て
取
扱
う
場
合
、
か
往
々
に
し
て
あ

っ
た
。
先
ず
唐
律
に

つ
い
て
こ
れ
を
見
る
に
、
戸
口
を
脱
漏
す
る
犯
罪
に
於
い
て
は
、
課

口
一
を
以
て
不
課
口
四
に
嘗
て
た
の
で
あ
石
。
そ
れ
は
唐
律
疏
議
容

十
二
戸
婚
律
の
脱
戸
の
保
文
〕

諮
脱
レ
戸
者
、
家
長
徒
三
年
、
無
ニ謀
役
一
者
、
減
三

一等
「
女
戸
又

減
-ニニ等
「

脱
レ
ロ
及
増
ニ減
年
欣
一以
琵
ニ
課
役
一
者
、

一
口
徒
一
年
、

口

加

一
等
「
罪
止
ニ
徒
三
年
一

其
増
減
非
レ
克
一
一課
役
「
及
漏
下
加
盟
…
二課
役
一
口
上
者
、

四
口
箆
二

口「

罪
止
一徒
一
年
中
十
(
卸
不
レ
抑
制
-一
四
日
「
杖
六
十
、
Mwm
棚、

と
あ
る
。
本
保
文
は
家
長
が
戸
を
脱
し
た
場
合
、
ロ
を
脱
し
た
り
年
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欣
を
増
減
し
て
謀
役
を
菟
れ
ん

F

」
と
を
計
量
し
た
場
合
、

謀
役
を
克

れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
が
年
吠
を
増
減
し
た
り
課
役
な
き
も
の

卸
ち
不
課
口
を
漏
ら
し
た
場
合
の
三
項
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

第
三
項
に
あ
る
「
加
盟
主
謀
役
一
口
」
に
封
し
て
、
疏
議
は
、

謂
下
身
雌
ニ
是
丁
一
見
無
謀
役
「
及
疾
老

・
中
小
、
若
婦
女
h

と
い
う
説
明
を
興
え
て
い
る
。
こ
の
疏
議
の
説
明
は
、
既
に
先
に
掲

げ
て
あ
る
と
こ
ろ
の
週
典
谷
七
丁
中
の
項
の
開
元
二
十
五
年
の
戸
令

及
男
年
二
十
以
上
、

で
あ
る
「
諸
問
流
内
九
品
以
上
官
、

老
男

・

躍
疾

・
妻
妾

・
部
曲

・
客
女

・
奴
蝉
、
皆
震
ニ
不
課
戸
こ
の
こ
と
を

述
べ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
戸
令
に
あ
る
覗
流
内
九
口
間
以
上
の
官
の



も
の
は
、

そ
の
者
が
丁
男
で
あ

っ
て
も
品
官
が
あ
る
が
故
に
課
役
を

こ
れ
が
疏
議
に
言
う
身
難
ニ
是
丁
一

克
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て、

見
無
-
一
課
役
一
に
首
る
の
で
あ
り
、
他
の
男
年
二
十
以
下
か
ら
は
疏
議

と
そ
の
説
明
が
同
じ
で
あ
る

た
だ
戸
令
に
は
部
曲

・
客
女

・
奴
牌

を
も
不
課
戸
の
本
文
中
に
含
め
て
い
る
が
、
律
の
こ
の
傑
文
で
は
本

注
と
し
て
「
部
曲
奴
稗
亦
同
」
と
し
て
掲
げ
て
居
り
、
本
文
中
に
は

入
れ
て
居
ら
な
い
。
疏
議
も
こ
れ
に
つ
い
て

奴
稗
部
曲
、
亦
同
ニ
不
課
之
口「

と
言
い
、
奴
牌
や
部
曲
は
不
課
口
に
準
じ
て
取
扱
う
も
の
と
見
倣
し

て
居
り
、
本
来
の
不
課
口
と
は
し
て
居
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
部
曲

奴
蝉
に
つ
い
て
は
、
唐
の
律
と
令
と
で
は
、
そ
の
取
扱
い
に
多
少
の

相
違
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
謀
役
が
克
除
さ
れ
て
い
る
不
課
口
を
家
長
が
籍
書
に
記
載
し

な
か
っ
た
場
合
の
罪
は

本
傑
文
の
第
三
項
に

「
四
口
篤
二
口
「

罪
止
ニ
徒
一
年
牢
(
卸
不
レ
満
ニ
四
ロ
「
杖
六
十」

と
あ
っ
て、

不
課

口
四
人
は
課
口
一
人
に
嘗
て
る
と
な
っ
て
い
る

不
課
口
四
人
を
記

載
し
な
か

っ
た
場
合
は
、
課
口
一
人
を
漏
ら
し
た
と
同
じ
罪
に
嘗
て

ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
課
口
一
人
を
漏
ら
し
た
罪
は
本
保
文
の
第
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項
に
「
一
口
徒
一
年
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら

不
課
口
四
人
を

漏
ら
せ
ば
、
徒
一
年
の
刑
に
慮
せ
ら
れ
る
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
い

か
に
多
く
漏
ら
し
て
も
刑
の
最
高
は
徒
一
年
牢
で
あ
り
、

ま
た
四
人

以
下
を
漏
ら
し
た
場
合
は
杖
六
十
の
刑
に
鹿
せ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ

冒

-
o

J
h
 

」
の
家
長
が
課
口
と
不
課
口
を
脱
漏
し
た
こ
と
に
謝
す
る
刑
罰
の

wm文
は

同
じ
唐
律
疏
議
谷
六
の
名
例
律
の
二
罪
従
レ
重
の
傑
文
の

疏
議
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が

同
書
名
二
十
五
の
詐
儒
律
の
詐

除
ニ
去
官
戸
奴
牌
一
の
傑
文
の
疏
議
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
し
台、

も
二
罪
従
レ
重
の
疏
議
の
も
の
は

大
略
原
文
の
ま
ま
で
引
用
し
て

~ 37ー

い
る
が
、
詐
除
エ去
官
戸
奴
輝
一
の
疏
議
の
も
の
は
、
言
葉
の
表
現
を

獲
え
て
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
詐
除
ニ
去
官
戸
奴
牌
一
の
候
文
と
は
、

諸
詐
除
ニ
去
死
=
一
菟
官
戸
奴
稗
「
及
私
相
博
易
者
、
徒
二
年
、

副
博

易
臓
重
者
、
従
下
貿
ニ
易
官
物
-辻氏

其
院
医
者
、
徒

一年、

脱
漏
一法
h

主
司
不
レ
畳
一
一
匿
脱
一
者
、
依
下
里
正
不
レ
畳
一
一

と
あ
る
も
の
で
あ

っ
て、

二
項
か
ら
成

っ
て
い
る
が

こ
の
第
二
項

の
官
戸
・
官
奴
稗
が
匿
脱
し
た
場
合
に
、
そ
の
主
司
が
覚
知
し
な
か

司
た
時
は
、
里
正
の
脱
漏
を
質
知
し
な
か
っ
た
法
に
よ
っ
て
庭
罰
さ

れ
る
と
い
う
の
で
あ
り

そ
れ
に
謝
す
る
疏
議
の
説
明
中
に
、
家
長



38 

の
課
ロ
と
不
課
ロ
の
脱
漏
に
封
す
る
腿
罰
の
傑
文
が
引
用
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
疏
議
の
文
は

匿
者
、
謂
ニ
産
レ
子
隠
匿
不
L
Z問、
脱
者
、
謂
ニ典
吏
知
レ
情
故
不
v
附レ

帳
、
不
レ
言
不
レ
附
者
、
各
徒
一

年
、
(
中
略
)
主
司
不
レ
究
ニ
匿
脱
一

者
、
依
下
里
正
不
レ
究
一
一
脱
漏
-法
品
戸
婚
律
、
里
正
不
レ
究
ニ
脱
漏
増

減
一者
、
一
口
答
四
十
、

一二
口
加
二
等
(
過
ニ
杖
一
百
「
十
ロ
加
-
一

一
等
「
罪
止
一
一
徒
三
年
「
知
レ
情
者
、
各
同
ニ
家
長
法
「

既
同
=
里
正

之
罪
「
主
司
止
レ
坐
ニ所
由
「
若
父
母
匿
レ
子
、
其
数
更
多
、
亦
準
-
一

戸
律
家
長
故
隠
レ
口
之
法
「
一
口
徒
一
年
、
二
口
加
二
等
「
未
レ

堪
レ
入
レ
役
者
、
四
口
矯
二
口

一罪
、
此
是
首
候
難
レ
有
一
一
罪
名
「
所
レ

篤
重
者
、
自
従
レ
重
、
云
云
、

と
あ
る
も
の
で
あ

っ
て、

」
の
一
文
中
に
「
亦
準
一
一
戸
律
家
長
故
隠
レ

口
之
法
「

一
口
徒
一
年
、

二
口
加
二
等
「
未
レ
堪
レ
入
レ
役
者
、

四
口

震
二
口
-
罪
」

戸
婚
律
の
脱
戸
の
傑
文
の
家
長
、
か

と
あ
る
の
が

課
口

・
不
課
口
を
脱
漏
し
た
場
合
の
も
の
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
疏
議
の
「
準
ニ戸
律
家
長
故
隠
レ
ロ
之
法
「

一
口
徒
一
年
、

二
口
加
一
二
等
己
と
あ
る
の
は

脱
戸
の
傑
文
の
第
二
項
の

「脱レ

ロ
及
噌
ニ
減
年
欣
一
以
克
一
一
課
役
一
者
、

二
口
加
二

等
こ
に
嘗
る
が
、
疏
議
の
「
未
レ
湛
レ
入
レ
役
者
、
四

口
篤
二

口
一罪」

一
口
徒

一
年
、

脱
戸
の
陳
文
の
第
三
項
の

一
口
「
罪
止
一
一
徒
一
年
竿
こ

る

「漏ド加熱
ニ
課
役一

口
よ
者
、

四
ロ
矯

は白

に
嘗
る
は
極
め
て
明
白
な
事
買
で
あ

然
ら
ば
未
レ
堪
レ
入
レ
役
者
と
は
無
“
一課
役
一
口
の
こ
と
で
あ
り
、

謀
役
と
は
力
役
の
こ
と
で

L

あ
る
は
、
こ
の
南
者
の
比
較
に
よ

っ
て
明

々
白
々
た
る
事
貫
で
あ
る
の
が
諒
知
さ
れ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
力
役

に
入
ら
な
い
不
謀
口
は
既
に
掲
げ
て
あ
る
品
官
者

・
老
幼
・
鹿
疾

・

婦
人

・
部
曲

・
奴
稗
な
と
で
あ

っ
た
。

課
役
を
以
て
租
税
と
力
役
、

即
ち
租

・
庸

・
調
な
ど
と
解
胴
伸
し
て
は
、
唐
律
や
唐
令
の
解
穣
が
全

然
出
来
な
い
こ
と
は
、
本
論
文
に
取
扱

っ
て
い
る
唐
の
律
令
の
傑
文

だ
け
を
以
て
し
て
も
判
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
不
幸
に
し
て
課
役
を

q
J
 

以
て
租
税
と
力
役
、
郎
ち
租

・
庸

・
調
と
す
る
誤

っ
た
率
説
が
、
現

代
の
我
が
東
洋
史
撃
界
で
は
、
殆
ん
ど
定
説
化
せ
ん
と
す
る
よ
う
な

情
勢
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
唐
の
時
代
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
律

や
令
が
、
牽
強
附
禽
に
よ
っ
て
、
現
代
の
我
が
撃
界
に
は
唐
律
・
唐

令
と
し
て
、
存
在
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
が
園

の
撃
聞
の
た
め
に
全
く
遺
憾
の
極
み
で
あ
る
。

試
み
に
課
役
を
以
て
租
・
庸

・
調
と
解
揮
す
る
撃
者
が

」
の
脱

戸
の
傑
文
を
如
何
に
解
樺
し
て
い
る
か
を
例
示
し
よ
う
。
そ
れ
は
課

役
を
以
て
租

・
庸

・
調
と
す
る
撃
説
の
創
始
者
の
一
人
で
あ
る
仁
井



田
陸
氏
の
も
の
を
こ
こ
に
示
そ
う
。
仁
井
田
氏
は
史
皐
雑
誌
第
五
十

六
編
第
三
闘
に
載
せ
た
論
文
「
唐
律
令
上
の
課
役
制
度
||
曾
我
部

教
授
の
新
設
を
讃
み
て
|
|
」
の
頁
六
か
ら
七
に
か
け
て
、

唐
戸
婚
律
脱
戸
傑
に
於
い
て
、
戸
乃
至
家
口
を
脱
漏
さ
せ
、
又
は

家
口
の
年
齢
の
増
減
を
行

っ
た
家
長
は
、
そ
の
戸
口
に
於
い
て
課

役
あ
る
場
合
は

そ
の
な
い
も
の
の
場
合
よ
り
重
い
制
裁
を
加
え

ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
印
ち
い
う
「
諸
脱
戸
者
、
家
長
徒

三
年
、
無
課
役
者
、
減
二
等
、
脱
口
及
増
減
年
扶
、
以
克
課
役
者
、

一
口
徒
一
年
、
其
増
減
非
克
課
役
、
及
漏
無
謀
役
口
者
、
四
日
馬

一
口
」
と
。
若
し
そ
の
課
役
が
軍
に
正
役
と
そ
れ
よ
り
軽
い
雑
俸

の
み
で
あ
る
と
解
揮
す
る
な
ら
ば
、
租
調
の
負
措
者
を
度
外
視
し

た
そ
し
り
を
克
れ
な
い
。
唐
律
に
於
い
て
は
、
本
保
を
外
に
し
て

租
庸
調
(
乃
至
は
租
調
と
力
役

l
l以
下
租
庸
調
と
あ
る
場
合
、

同
之
)
の
負
揖
あ
る
戸
、

口
の
脱
漏
に
闘
す
る
規
定
が
な
い
か
ら

で
あ
る
。
本
傑
の
謀
役
と
は
、
律
全
韓
の
意
味
の
上
か
ら
、
租
庸

調
と
す
る
の
が
、
最
も
稽
嘗
で
あ
る
と
い
い
た
い
。
因
に
云
、
こ

の
場
合
の
課
と
は
租
調
の
こ
と
で
あ
る
。
唐
戸
婚
律
の
里
正
不
究
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脱
漏
傑
や
州
鯨
不
覚
脱
漏
傑
の
「
脱
漏
」
乃
至
は
里
正
官
司
妄
院

、漏
傑
の
「
妄
脱
漏
増
減
、
以
出
入
課
役
」
も
亦
前
掲
保
と
相
閥
聯

し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
と
同
類
の
傑
規
は
同
じ
戸

婚
律
相
胃
合
戸
傑
な
ど
に
於
い
て
も
見
出
さ
れ
る
。

こ
れ
が
仁
井
田
氏
の
脱
戸
の
傑
文
の
解
樺
で
あ
る
。

」
れ
は
全
く
標

的
か
ら
は
ず
れ
た
解
樺
で
あ
る
が
、
こ
の
仁
井
田
氏
の
解
樺
と
、
先

の
疏
議
の
解
揮
と
を
比
較
し
て
検
討
を
加
え
ら
れ
ん
こ
と
を
撃
界
各

位
に
切
望
す
る
次
第
で
あ
る
。

い
か
に
牽
強
附
舎
が
行
わ
れ
て
い
る

か
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
ま
た
脱
戸
の
保
文
の
疏
議
に
は
、
「
無
一
一

謀
役
一
口
」
と
は
「
謂
主
芳
雄
エ
是
丁
一
見
無
二
課
役
「
及
疾
老
・
中
小
、

若
婦
女
と
で
あ
る
と
説
明
し
、
こ
れ
は
詐
除
去
官
戸
奴
稗
の
候
文
の

疏
議
で
は
「
未
レ
堪
レ
入
レ
役
者
」
と
説
明
し
て
居
る
が
、
こ
の
「
謂
下

身
雄
一
一
是
丁
一見
無
一
尋
問
役
「
云
云
」
と
あ
る
の
は
、
唐
令
の
「
諸
覗

流
内
九
品
以
上
官
、
及
男
年
二
十
以
上
、
老
男
・
慶
疾
・
妻
妾
・
部

n
3
 

qa 

曲
・
客
女
・
奴
蝉
、
皆
矯
-L
小
課
戸
こ
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、

そ

の
こ
と
は
私
は
既
に
説
明
し
て
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
唐
令
は
力
役
克

除
の
階
級
を
示
し
た
も
の
と
し
て
取
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
仁
井
田
氏
は
上
掲
の
論
文
頁
九
に
於
い
て

麿
戸
令
に
よ
る
と

い
う
ま
で
も
な
く
覗
流
内
九
ロ
間
以
上
の
官
、

定
年
に
満
た
ざ
る
男
子
、

及
び
老
男
、

疲
疾
、
妻
妾
、

部
曲
客

女
、
奴
稗
は
不
課
口
で
あ
る
。
そ
の
不
課
に
は
力
役
を
含
む
こ
と



40 

に
就
て
は
問
題
は
な
い
が
、
租
調
を
も
含
む
と
し
な
け
れ
ば
、
官

吏
を
は
じ
め
老
男
、
妻
妾
、
部
曲
奴
蝉
等
は
如
何
な
る
直
接
の
規

定
が
あ

っ
て
、
以
て
そ
の
租
調
の
負
措
を
克
除
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
か
、
解
理
か
つ
か
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

と
述
べ
て
い
る
。
仁
井
田
氏
は
こ
の
論
文
で
こ
の
よ
う
に
官
吏
や
老

男
以
下
の
階
級
の
も
の
は
、
力
役
の
外
に
租
調
な
ど
の
税
を
も
克
除

同
氏
の
大
著
で
あ
る

さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

『
支
那
身
分
法
史
』
が

ま
た
こ
の
よ
う
な
皐
説
の
上
に
立
脚
し
て

書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
は
非
常
に
撃
界
に
影
響
を
及
ぼ

し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
何
時
の
場
合
に
も
仁
井
田
氏
は
そ

の
謬
説
の
生
れ
出
る
根
擦
を
明
に
し
て
居
ら
ず
、
私
は
同
氏
に
封
し

て
こ
の
撃
説
の
生
れ
て
来
る
根
擦
を
明
に
す
る
よ
う
に
か
ね
て
か
ら

望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
未
だ
何
の
陸
答
に
も
接
し
て
居
ら
な
い

の
で
あ
る
。
答
え
よ
う
と
し
て
も
、
答
え
る
根
接
を
護
見
し
得
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
仁
井
田
氏
な
ど
の
課
役
印
租
調
庸
論

者
の
知
識
の
根
祇
に
は
、
こ
の
よ
う
な
誤

っ
た
も
の
が
存
在
し
て
い

ど
う
し
て
も
正
解
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の

る
か
ら
し
て
、

で
あ
る
。
官
員
以
下
の
特
殊
階
級
に
謝
す
る
力
役
を
克
除
す
る
こ
と

が
周
離
の
施
合
に
起
源
し
て
い
る
の
は
、
私
の
屡
々
述
べ
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
特
に
東
北
大
事
文
撃
部
研
究
年
報
第
十
二
冊
所
載
の
拙
稿

「
中
園
古
代
の
施
合
制
度
」
で
は
、
そ
の
こ
と
を
詳
述
し
て
あ
る
。

謀
役
印
租
調
庸
-論
者
は
、
唐
代
の
法
律
家
と
は
全
く
異
っ
た
考
え
を

以
て
唐
の
律
令
を
解
樫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

唐
律
の
脱
戸
口
で
は
、
以
上
の
如
く
不
課
口
四
は
課
口
一
に
比
首

し
て
取
扱

っ
て
い
る
の
で
あ
り

」
等
の
諸
傑
文
や
そ
れ
に
封
す
る

諸
解
揮
は
、
宋
刑
統
に
も
轄
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
律
に
於

い
て
戸
口
を
脱
漏
し
た
犯
罪
の
場
合
の
計
算
方
法
で
あ
る
。

そ
の
令
に
於
い
て
戸
口
を
増
盆

・
減
損
し
た
場
合
の
州
鯨
官
の
拙

-40一

捗
に
嘗

つ
て
は
、

不
諜
口
五
を
以
て
諜
口
一
に
比
嘗
す
る
計
算
方
法

が
採
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
そ
れ
は
遁
典
各
十
五
考
績
篇
の

唐
の
考
績
の
所
の
本
注
に
、

増
ニ
戸
口
尋
問
ニ
課
丁
「
率
二
丁
一
同
二
戸
法
「
檎
-
示
課
口
一
者
、

毎
ニ
五
口

一同
二
丁
例
「
其
有
ニ破
除
一
者
、
得
ニ
相
折
「

と
見
え
て
い
る
。

」
の
一
文
は
冊
府
元
錨
容
六
百
三
十
五
錠
選
部
第

七
の
考
課
の
所
に
も
轄
載
さ
れ
て
い
る

c

ま
た
こ
れ
に
類
す
る
一
文

カ1

後
に
掲
げ
て
あ
る
我
が
養
老
の
考
課
令
の
園
郡
司
撫
育
有
レ
方

そ
れ
に
は
遁
典
の

の
陳
文
の
本
注
に
も
見
え
て
い
る
が

「櫓-一戸

口
一
謂
=諜
丁
こ
と
あ
る
の
が

「
増
レ
戸
謂
レ
増
二
課
丁
こ

と
な
っ
て
い



る
。
こ
れ
は
我
が
令
の
本
注
の
方
が
よ
く
文
意
が
通
ず
る
。
そ
れ
は

と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
通
典
の
考
績
の
本
注
の
文
意
は
、
戸
口
を

増
す
と
い
う
こ
と
は
、
課
役
を
負
携
す
る
丁
男
及
び
残
疾
者
即
ち
諜

そ
れ
は
ま
た
一
課
丁
を
増
せ
ば
一

丁
を
増
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

戸
を
檎
す
こ
と
に
も
な
る
が
、
謀
役
を
負
携
し
な
い
不
課
口
を
増
し

不
課
口
五
を
以
て
課
丁
即
ち
課
口
一
に
比
嘗
し
て
計
算

た
場
合
は
、

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
律
の
場
合
よ
り
も
不
課
口
の
数
が
一
つ

-
多
い
の
で
あ
る
c

そ
の
通
典
の
考
績
篇
の
唐
の
考
績
の
所
に
載
せ
ら

れ
て
い
る
唐
の
州
鯨
官
の
戸
口
増
減
に
謝
す
る
期
修
の
保
文
は

諸
州
鯨
官
人
撫
育
有
レ
方
、

戸
口
矯
盆
者
、

各
準
ニ
見
戸
「
第
一
十

分
一
論
、
毎
レ
加
二
分
(
刺
史
牒
令
、
各
進
ニ
考
一
等
「
其
州
戸
口

不
レ
瀦
ニ
五
千
「
鯨
戸
不
レ
溺
ニ
五
百
一
者
、
各
準
-
一
五
千
五
百
戸
法
一

矯
レ
分
、
若
撫
養
罪
レ
方
、
戸
口
減
損
者
、
各
準
ニ
檎
レ
戸
法
「
亦
毎
レ

減
二
分
「
降
二
等
一
一
四
一
教
叫
が
「

と
あ
る
も
の
で
、
先
に
掲
げ
て
あ
る
謀
口
・
不
諜
口
の
比
率
の
本
注

』主

」
の
傑
文
中
の
刺
史
鯨
令
、
各
進
-
一
考
一
等
一
の
下
の
所
に
附
載

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
唐
律
に
お
い
て
は
諜
口
と
不
課
口
の
比
は
一
謝
四
と

41 

定
め
、
唐
令
で
は
一
封
五
と
定
め
て
い
る
c

律
と
令
と
は
、
そ
の
法

典
と
し
て
の
性
格
が
異
っ
て
い
る
が
故
に
、

そ
の
比
率
が
異
っ
て
い

て
も
差
支
え
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

唐
律
疏
議
省
六
名
例
律
の
稽
レ
日

者
以
ニ
百
刻
}
の
保
文
の
疏
議
に
も
「
律
令
義
殊
、

不
レ
可
-
}
破
レ
律
従
v

メ入
υ 

L 

し
か
し
同
じ
国
家
の
同
じ
よ
う
な
制
度
で
あ
る
か

と
あ
る
。

ら
、
そ
の
比
率
も
同
一
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
唐

の
律
令
の
影
響
を
彊
く
受
け
て
い
る
我
が
養
老
の
律
令
で
は
、
後
に

掲
げ
る
如
く
課
口
封
不
課
口
の
比
率
は
、
律
も
令
も
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
我
が
律
令
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
唐
の
課
口
一
封
不
課
ロ
の
比
率
は

同
一
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
通
典
の

記
事
に
誤
り
が
あ
り
、
通
肱
ハ
に
言
う
五
は
四
の
誤
で
は
な
か
ろ
う

- 41ー

か
。
何
分
に
も
通
典
の
こ
の
一
文
は
、
通
典
に
だ
け
記
載
さ
れ
て
い

る
の
で
あ

っ
て
、
首
時
の
他
の
本
に
は
記
載
さ
れ
て
居
ら
ず
、
従

っ

て
他
本
と
の
比
校
が
出
来
な
い
の
で
あ
る

G

中
国
の
均
団
法
時
代
の
律
令
を
輸
入
し
て

そ
れ
を
手
本
に
し
て

造
ら
れ
た
我
が
律
令
に
も
、
唐
の
律
令
と
同
様
に
諜
口
封
不
課
口
の

〆

比
率
の
規
定
が
あ
っ
た
。
先
ず
律
で
あ
る
が
、
現
存
の
我
が
養
老
の

律
に
は
、
脱
戸
の
傑
文
が
含
ま
れ
て
い
る
戸
婚
律
は
、
全
部
が
闘
侠
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し
か
し
幸
い
に
も
脱
戸
の
保
文
は
、
養
老
の

し
て
無
い
の
で
あ
る
コ

考
課
令
の
凡
園
都
以
ニ
戸

口
増
盆
ご
否
去
の
傑
文
の
集
解
の
「
或
云
」

の
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る

そ
れ
は

脱レ
戸
者
、

家
長
徒
三
年
、
脱
レ
口
及
櫓
ニ
減
年
欣
以
菟
ニ
謀
役
「

一
口
徒
一
年
、
二
日
加
二
等
「
罪
止
ニ
徒
三
年
「
漏
下
鉱
山
ニ
謀
役
-

口ヒ
者
、
六
口
矯
一
二
口
「
罪
止
ニ
徒
一
年
牢
(
卸
不
レ
漏
-一六

日「

杖
六
十
、

と
あ
る
も
の
で
、

唐
律
と
大
略
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
我
が
律
で

h主

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
不
課
口
六
を
以
て
課
口
一
に
比

賞
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
比
率
は
令
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
令

は
律
よ
り
も
更
に
細
分
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
養
老
の
考
課
令
の
園

郡
司
の
戸
口
増
減
に
謝
す
る
瓢
捗
の
保
文
に

凡
園
郡
司
、

撫
育
有
レ
方
、

戸
口
増
益
者
、
各
准
ニ
見
戸
「
矯
ニ
十

分
一
論
、
加
二
分
「
園
郡
司
、
調
ニ
嫁
及
少
領
以
上
-
各
進
一
一
考
一
等
二
母
レ

加
二
分
「

進

二

等
言
レ
戸
、
調
単
一
課
丁
(率
二
一
丁
「
同
ェ
一
戸
生
毎
二
次
了
二日・

申
男
四
日
・
不
線
口
六
旦
各
同
ニ
一
丁
例
(
其
有
ニ破
除
一
者
、
得
ニ
相
折
「
若
撫
養
希
レ

方
、
戸
口
減
損
圏
、
各
准
エ
増
レ
戸
法
「
亦
減
二
分
「
降
二
等
「

毎
レ
滅
二
分
「
降
二
等
「
課
及
不
一
謀
、
並
准
ニ上
文

と
あ

っ
て、

」
れ
ま
た
唐
令
と
大
略
同
様
な
篠
文
を
な
し
て
い
る
。

こ
の
候
文
の
本
注
に
規
定
し
て
あ
る
課
口

に
封
す
る
比
率
は
、
、
-匹、

ふ
/

e
J
J

不
課
口
だ
け
で
な
く
、
女
丁
や
中
男
の
丁
男
二
封
す
る
比
率
も
見
え

て
い
る
。
我
が
令
制
の
次
了
や
中
男
の
規
定
は
、
養
老
の
戸
令
の

歳
以
下
の
傑
文
に

九
男
女
、

三
歳
以
下
矯
レ
黄
、

十
六
以
下
馬
レ
小
、
廿
以
下
矯
レ
中
、

其
男
、
廿
一
矯
レ
丁
、
六
十
一
馬
レ
老
、
六
十
六
局
レ
番
、

と
先
ず
あ
り
、
次
に
老
残
の
傑
文
に

九
老
残
、
井
矯
ニ
次
丁
「

と
あ

っ
て
、
我
が
丁
中
制
で
は
三
歳
以
下
が
責
、
四
歳
か
ら
十
六
歳

- 42一

ま
で
が
小
男
、
十
七
歳
か
ら
二
十
歳
ま
で
が
中
男
、
廿
一
歳
か
ら
六

十
歳
ま
で
が
丁
男
、
六
十
一
歳
か
ら
六
十
五
歳
ま
で
が
老
男
、
六
十

六
歳
以
上
が
香
と
言
わ
れ

こ
の
中
で
老
男
と
、
残
疾
者
と
言
わ
れ

る
少
し
く
身
躍
に
障
害
の
あ
る
丁
男
と
を
合
わ
せ
て
次
丁
と
帯
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
次
丁
や
中
男
の
丁
男
に
謝
す
る
比
率
は
、
二
封
一

と
四
謝
一
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
令
の
方
で
は
丁
男
に
封
す
る
比

率
は
、
律
よ
り
は
複
雑
な
も
の
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
り

」
れ
を

不
課
口
封
課
口
の
比
率
の
規
定
と
し
て
、
簡
単
に
片
付
け
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
女
丁
や
中
男
は
我
が
令
制
で
は
諜
口
で

あ
っ
て

不
課
口
で
は
な
い
。
従

っ
て
衣
丁
や
中
男
の
丁
男
に
封
す



る
比
率
は

不
課
口
封
課
口
の
比
率
と
し
て
取
扱
う
こ
と
は
出
来
な

い
の
で
あ
る

我
が
課
口
及
び
不
課
口
に
含
ま
れ
る
男
女
の
範
圏

t土

唐
と
は
多
少
異
っ

て
い
た
。

我
が
課
口
及
び
不
課
口
の
定
め
は
、
養
老
の
戸
令
の
戸
主
の
傑
文

凡
戸
主

皆
以
ニ

家
長
一
矯
レ
之
、

戸
内
有
二
課
口
一
者
矯
ニ
課
戸
(

無
ニ
課
口
一
者
矯
ニ
不
課
戸
「
不
謀
、

謂
ニ
皇
親
、
及
八
位
以
上
、
男
年
十
六
以
下
、
並

隆
子

-
脅

威
疾

・
篤
疾

・
妥
安
女
・
家
人
・

奴
蝉

こ
れ
に
よ
る
と
男
子
の
年
十
六
以
下
が
不
謀
口
で
あ
る

故
に
、
二
十
歳
か
ら
十
七
歳
ま
で
の
中
男
は
課
口
で
あ
り
、
香
は
不

課
口
と
な

っ
て
い
る
が
老
男
は
な

っ
て
居
ら
ず
、
鹿
疾
者
・
篤
疾

者
は
不
諜
口
と
な
っ
て
い
る
が
残
疾
者
は
な
っ
て
居
ら
な
い
。
従
っ

て
中
男
や
老
男
と
残
疾
者
を
合
わ
せ
て
の
次
丁
は
、
共
に
課
口
で
あ

と
あ

っ
て、

る
。
唐
令
で
は
、
既
に
掲
げ
て
あ
る
如
く
、
老
男
も
中
男
も
共
に
不

課
口
で
あ

っ
て

丁
男
と
残
疾
者
が
課
口
で
あ
る
。
我
が
令
制
は
唐

に
比
し
て
課
口
の
範
圏
が
賢
い
の
で
あ
る
。
慶
い
か
ら
し
て
課
口
封

不
課
口
の
比
率
は
、
唐
の
如
く
一
種
類
と
は
せ
ず
‘

課
口
封
不
課
口

の
比
率
の
外
に

丁
男
の
課
口
に
謝
す
る
丁
男
以
外
の
課
口
の
比
率
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を
も
設
け
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
既
に

掲
げ
て
あ
る
我
が
律
の
脱
戸
の
傑
文
に

「
漏
下
無
=
謀
役
一

ロ
ム者、

六
日
矯
二
口
こ
と
あ
る
記
載
の
仕
方
は
頗
る
腰
昧
な
表
現
で
あ

っ

て

こ
れ
は
巌
密
に
言
え
ば
首
然
に

「
六
口
矯
二
口
こ
と
あ
る
所

』士、

「
六
口
矯
ニ
丁
男
一
口
こ
と
改
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。

」
の
令
の
戸
口
の
増
減
に
お
い
て
、
衣
了
二
を
以
て
丁
男
一
に
嘗

て
、
中
男
四
を
以
て
丁
男

一
に
嘗
て
る
の
は
、
次
丁
や
中
男
の
義
務

丁
男
の
二
分
の
一
の
も
の
や
四
分
の
一
の
も
の
が
あ

司
た
か
ら
で
あ
る
。
卸
ち
租

・
調

・
歳
役
(
庸
)
・
雑
俸
の
四
種
の
税

役
の
中
で
、
租
と
雑
揺
は
卒
等
に
負
携
す
る
が
、
調
は
養
老
の
賦
役

令
の
調
の
傑
文
に
「
次
丁
二
人
、
中
男
四
人
、
並
准
ニ
正
了
一
人
こ

の
負
措
に
は
、
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と
あ
っ
て
次
丁
は
正
丁
卸
ち
丁
男
の
二
分
の
て
中
男
は
四
分
の

で
あ
り
、
歳
役
即
ち
庸
に
つ
い
て
は
養
老
の
賦
役
令
の
歳
役
の
傑
文

「次

丁

二

人

同

二

正

丁

一

不

レ

在

エ

牧

レ

庸

之

}こ

中
男
及
京
畿
内
、

例
こ
と
あ

っ
て、

衣
丁
は
丁
男
の
二
分
の
一
で
あ
り

中
男
は
京

畿
内
の
住
民
と
共
に
特
に
克
除
さ
れ
て
い
た
。

か
く
し
て
我
が
律
令
で
は
、
律
で
も
令
で
も
不
課
口
六
は
丁
男

に
比
嘗
し
て
計
算
さ
れ
た
が

唐
の
律
令
で
言
う
課
口

・
不
課
口

と
、
我
が
律
令
で
言
う
課
口
と
不
課
口
と
で
は
、
そ
の
本
質
に
お
い

て
は
非
常
な
差
異
が
存
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
唐
で
は
既
に
唐
律
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疏
議
の
説
明
に
よ

っ
て
示
し
て
あ
る
如
く
、
課
役
を
以
て
力
役
と
解

四
伸
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
詳
し
く
言
え
ば
雑
篠
と
歳
役
と
の
意
味
に

解
標
し
て
い
た
か
ら
、
課
役
を
負
措
す
る
課
口
は
力
役
の
負
櫓
者
で

不
課
口
は
そ
の
反
封
に
力
役
を
負
指
し
な
い
も
の
で
あ
る

が
、
我
が
園
で
は
課
役
を
以
て
普
通
は
調

・
庸
と
解
標
し
て
い
た
か

ら
、
謀
口
は
調

・
庸
を
負
措
す
る
も
の
、
不
課
口
は
そ
れ
を
負
措
し

な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
謀
役
の
解
樫
が
雨
者
で
異

っ

あ
り

て
い
た
か
ら
、
首
然
の
蹄
結
で
あ
る
が
、
課
役
を
以
て
調

・
庸
と
す

る
我
が
解
樫
は
課
り
で
あ

っ
て

こ
れ
は
唐
と
同
様
に
力
投
印
ち
雑

絡
と
歳
役
と
に
解
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た。

四

服
部
字
之
吉
博
士
は
、

そ
の
著

『
支
那
研
究
』

に
牧
め
て
い
る
論

文
「
井
田
私
考
」
に
お
い
て
、
井
田
法
の
授
田
と
力
役
の
闘
係
を
次

の
如
く
述
べ
て
い
る
。

授
回
の
標
準
は
夫
妻
を
以
て
一
軍
位
と
篤
す
。

(
中
略
)
丁
男
の

妻
を
安
り
し
者
は
正
夫
と
し
て
完
全
な
る
権
利
を
得

3

(
中
略
)

然
ら
ば
丁
年
の
標
準
如
何
、
周
瞳
卿
大
夫
の
職
に
圏
中
自
ニ
七
尺

以
及
ニ
六
十
(
野
自
ニ
六
尺
一
以
及
ニ
六
十
有
五
「
皆
征
レ之
と
あ
る
。

七
尺
及
び
六
尺
は
即
ち
丁
年
に
達
し
た
る
者
に
て
、
六
十
以
上
及

び
六
十
五
以
上
は
丁
年
を
過
ぎ
た
る
も
の
な
り
。
征
は
役
に
臨
臨
も
す

る
こ
と
な
り
。
閤
家
故
無
く
じ
て
民
を
役
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
。

肢
に
役
に
従
う
以
上
は
必
ず
之
に
封
し
て
相
首
の
権
利
を
輿
う
。

即
ち
闘
に
あ
り
て
は
七
尺
以
上
、
野
に
あ
り
で
は
六
尺
以
上
の
者

は
田
を
受
く
る
の
権
利
を
享
有
し
、
此
の
権
利
に
封
し
て
征
役
に

従
う
義
務
を
負
う
。

こ
の
服
部
博
士
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
井
田
法
で
は
園
家
が
民
衆
を
力

役
に
徴
聾
す
る
か
ら
そ
の
代
償
と
し
て
回
土
を
分
給
す
る
の
で
あ

り
、
従
っ
て
力
役
に
徴
設
し
得
る
年
齢
に
達
し
て
か
ら
田
土
の
分
給
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が
始
り
、
力
役
の
徴
護
が
終
る
年
齢
に
達
す
る
と
、

停
止
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
服
部
博
士
の
説
明
は
、
井
田
法
の
後
身

田
土
の
分
給
が

で
あ
る
均
田
法
に
も
適
用
さ
れ
る
説
明
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
井
団
法

や
均
団
法
の
土
地
の
配
分
規
準
は
、
力
役
負
措
の
能
力
の
有
無
に
置

か
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
カ
役
負
据

の
能
力
が
あ
る
か
否
か
の
緋
別
は

そ
の
嘗
時
の
園
政
運
営
の
最
重

要
な
部
分
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
カ
役
負
措
の
能
力
の
あ
る
課

口
の
取
扱
い
は
最
も
意
を
梯
う
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
を

以
て
唐
で
は
同
じ
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
力
役
を
負
携
す
る
諜
口
の



比
重
を
大
に
し
て
、
力
役
を
負
措
し
な
い
不
課
口
の
四
倍
或
は
五
倍

に
し
た
の
で
あ
る
。

我
が
園
も
唐
と
大
略
同
様
な
制
度
を
採
用
し
て
い
た
が
、
大
切
な

課
役
・
課
口
・
不
課
口
の
意
味
を
麿
と
全
く
異
に
し
た
が
故
に
、
井

団
法
の
原
理
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
J

我
が

制
度
は
単
に
唐
の
を
模
倣
し
て
、
我
に
合
う
よ
う
に
多
少
改
め
て
貫

施
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
謂
与
え
よ
う
。

註
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ω
乙
の
司
民
は
民
を
司
る
星
の
名
で
あ
る
軒
穏
角
を
言
う
。
倫
お
宮
と
し

て
の
司
民
の
こ
と
は
、
国
語
の
倉
一
一
周
語
ょ
に
も
「
吉
者
、
不
レ
料
レ
民
而

知
ニ
其
少
多
「
司
民
協
ニ
孤
終
「
云
云
L

と
し
て
見
え
て
い
る
。

ω
施
含
に
つ
い
て
は
、
私
は
『
東
北
大
挙
文
察
部
研
究
年
報
』
第
十
二
冊

に
「
中
園
古
代
の
施
合
制
度
」
と
題
す
る
論
文
を
載
せ
て
論
じ
て
あ
る
。

ω
貌
閲
の
こ
と
は
、
詳
し
く
は
拙
著
『
均
団
法
と
そ
の
税
役
制
度
』
の
中

に
述
べ
て
あ
る
。

ω
乙
の
比
も
比
較
の
比
で
、
三
年
ご
と
に
調
査
し
て
比
較
す
る
か
ら
、
三

年
と
と
に
つ
く
ら
れ
る
戸
籍
は
一
比
で
あ
り
、
従
っ
て
五
比
は
十
五
年
聞

の
も
の
で
あ
る
。

川

W

差
科
簿
は
、
那
波
利
貞
博
士
が
『
歴
史
と
地
理
』
第
三
十
三
貌
に
連
載

さ
れ
た
論
文
「
正
史
に
記
載
せ
ら
れ
た
る
大
唐
天
費
時
代
の
戸
徴
と
口
敏

と
の
関
係
に
就
き
て
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
傍
国
国
立
図
書
館
所
戴
の
敦

燈
文
書
第
二
六
五
七
貌
、
第
二
八

O
三
焼
、
第
三

O
一
八
践
、
第
三
五
五

九
腕
な
ど
が
、
そ
の
賓
物
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
伶
お
差
科
簿
に
つ
い
て

は
拙
著
『
均
団
法
と
そ
の
税
役
制
度
』
に
私
は
阪
に
詳
述
し
て
あ
る
。

同
二
十
以
上
は
二
十
以
下
の
誤
り
で
あ
る
。

仰
私
が
乙
の
論
文
作
製
に
使
用
し
た
唐
律
疏
議
は
、
光
緒
十
七
年
に
刊
行

さ
れ
た
諸
可
賓
の
識
語
の
あ
る
本
ゃ
、
四
部
議
刊
三
編
所
収
の
宋
刊
覆
製

本
で
あ
る
が
、
我
が
官
版
唐
律
疏
議
に
は
、
乙
の
霊
の
下
に
科
の
一
字
が

あ
る
。

同
仁
井
田
氏
は
乙
乙
で
は
課
は
こ
の
よ
う
に
租
調
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
仁
井
田
氏
以
外
の
謀
役
印
租
調
庸
論
者
も
、
仁
井
田
氏
と
同
僚
に
課

は
租
調
で
あ
り
、
従
っ
て
課
役
は
租
調
庸
で
あ
る
と
唱
え
る
の
で
あ
る
。

所
が
唐
律
の
名
例
律
犯
エ
死
罪
一
非
ニ
十
悪
一
の
傑
文
ゃ
、
唐
律
の
戸
婚
律
里

正
宮
司
妄
腕
漏
の
際
文
に
出
て
来
る
「
課
調
依
レ
奮
」
や
「
取
-
-
其
課
調
-

入
レ
己
」
の
謀
調
の
語
に
つ
い
て
は
、
仁
井
田
氏
は
そ
の
論
文
『
唐
律
令

上
の
課
役
制
度

l
l曾
我
部
教
授
の
新
設
を
謙
み
て

l
|』
頁
三
に
於
い

て
「
と
の
場
合
、
謀
役
に
調
を
含
ま
ぬ
も
の
と
解
し
て
い
た
と
す
る
な
ら

ば、

ζ

と
さ
ら
課
調
な
る
文
字
を
使
用
し
な
か
っ
た
ら
う
」
と
述
べ
て
い

る
が
、
乙
れ
は
全
く
筋
の
通
ら
ぬ
説
明
で
あ
り
、
ま
た
西
村
元
佑
氏
は
史

林
第
四
六
省
第
四
貌
所
載
の
論
文
『
唐
代
人
民
の
負
猶
種
系
に
お
け
る
課

と
税
の
意
義
』
頁
四
四
及
び
頁
四
五
に
於
い
て
、
こ
の
課
調
に
つ
い
て
は

「
課
調
と
は
租
調
を
意
味
す
る
」
と
か
「
謀
役
を
課
調
の
語
に
よ
っ
て
説

明
し
て
い
る
し
な
ど
と
、
暖
昧
極
ま
る
説
明
を
し
て
い
る
。
剤
師
調
が
租
調

と
同
一
で
あ
れ
ば
、
課
は
租
の
意
味
と
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う

に
解
稼
し
な
け
れ
ば
課
調
は
説
明
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、

課
を
以
て
租
認
と
す
れ
ば
、
課
調
は
租
調
調
と
な
り
、
乙
れ
で
は
熟
語
と

- 45ー
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な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。
従
っ
て
課
調
の
場
合
の
課
は
租
で
あ
る
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
述
べ
て
い
る
。
得
令
の
完
成

し
た
ほ
の
律
令
の
係
文
中
に
、
こ

の
よ
う
に
課
を
以
て
時
に
は
租
、
時
に

は
租
剥
と
す
る
よ
う
な
回
収
妹
な
意
味
を
持
つ
法
律
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
。
殴
妹
な
法
律
語
が
あ
る
律
令
の
係
文
に
、
唐
の
法
律
家
や

政
治
家
が
気
ず
か
な
か
っ

た
と
見
倣
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

源
調
と
は
、
租
調
で
も
な
く
、
ま
た
租
調
調
で
も
な
い
。
乙
れ
に
つ
い

て
は
、
伐
に
底
律
と
ん
土
く
同
じ
系
統
の
律
の
替
で
ゐ
る
宋
刑
統
の
谷
十
二

ト

ハ

ユ

ル

ナ

リ

ニ

戸
婚
伴
脱
戸
の
統
文
の
疏
識
の
中
に
、
「
寝
日
、
課
調
見
在
--
役
令
こ

と
い
う
解
籾
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ζ

れ
は
多
分
底
末
五
代
頃
の
聞
学
者
の
解

明
仰
で
あ
ろ
う
が
、
課
調
を
以
て
租
調
な
ど
と
は
申
し
て
居
ら
な
い
の
で
あ

る
。
既
に
本
文
中
に
引
用
掲
載
し
て
あ
る
唐
律
に
は
、
不
課
口
を
ば
「
無
二

課
役
一口
」

と
し
て
表
現
し
て
い
る
乙
と
か
ら
剣
る
如
く
、

課
剖
酬
と
は
課

役
の
調
、
印
ち
謀
役
の
調
設
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
は
何
ん
で
あ

る
か
は
、
上
婦
の
朱
刑
統
の
疏
議
の
初
日
が
明
に
し
て
い
る
。

川
我
が
脳
で
は
謀
役
を
以
て
時
に
は
調

・
廊

・
雑
循
と
解
す
る
こ
と
も
あ

り
、
更
に
は
租

・
調

・
府

・
雑
篠
と
解
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
語
の

解
籾
は
一
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
我
が
律
令
の
不
完
全
さ
を
示

す
一
つ
の
設
践
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

昭
和
三
十
八
年
十
月
十
日
稲
了
。

這
記

本
論
文
中
に
取
扱
っ

て
あ
る
如
く
、
唐
の
口
問
官
者

・
疾
病
者

・
老
人

・
子
供

・
婦
人
・

奴
殺
な
ど
は
、
力
役
の
外
に
租
税
ま
で
も
免
除
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
仁
井
田
陸
氏
ら
の
盛
ん
に
唱
え
る
と
乙
ろ
で
あ

る
が
、
し
か
し
い

か
な
る
場
合
に
も
、
そ
の
聞
学
説
の
生
れ
て
来
る
根
凶
酬
を
明

か
に
し
て
居
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
今
回
幸
い
に
も
私
は
仁
井

田
氏
か
ら
直
接
に
そ
の
論
践
を
聴
く
機
帝
国
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
年

四
月
六
自
に
、
早
稲
田
大
皐
で
関
か
れ
た
日
本
法
制
史
怒
曾
の
総
曾
の
席
上

で
、
私
は
滋
賀
秀
三
氏
の
司
曾
の
も
と
に
日
唐
の
残
疾
者
に
封
す
る
力
役
制

度
に
つ
い
て
の
研
究
渡
表
を
行
っ
た
と
ζ

ろ
、
乙
れ
に
つ
い
て
仁
井
田
氏
か

ら
質
問
が
あ
り
、
議
論
は
唐
の
品
官
者
な
ど
の
特
殊
階
級
が
負
抽
出
す
る
公
課

に
ま
で
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
仁
井
田
氏
は
、
品
官
者
な
ど
の
特
殊

階
級
が
租
税
と
力
役
、
印
ち
租
庸
調
を
克
ぜ
ら
れ
る
乙
と
に
な
っ
て
い
た
の

は
、
律
令
全
般
の
意
味
の
上
か
ら
考
え
て
、
府
曲
然
に
そ
の
よ
う
に
見
倣
さ
る

可
き
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
た
。

-46一

昭
和
三
十
九
年
四
月
三
十
日
遁
記
。


